
愛知

■

■

■

■

■

■

■▼
応
募
資
格
／
放
課
後
児
童
支
援
員
の
資
格

を
持
ち
、都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
方（
採
用
ま
で
に
登
録
見
込
み
の
方
を

含
む
）ま
た
は
、高
校
卒
業
以
上
の
方

▼
業
務
内
容
／
子
ど
も
の
遊
び
の
サ
ポ
ー

ト・児
童
ク
ラ
ブ
の
補
助

▼
勤
務
場
所
／
佐
屋
児
童
館

▼
勤
務
時
間
／
祝
日
を
除
く
月
曜
日
か
ら
土

曜
日
の
夏
休
み
期
間
。午
前
8
時
30
分
〜
午
後

5
時
30
分
の
間
の
6
時
間
程
度・週
3
日
ほ
ど

勤
務
可
能
な
方
。

▼
報
酬
／

・時
給
951
円
〜
1
千
152
円（
資
格
取
得
ま
た
は

資
格
取
得
見
込
み
者
）

・時
給
951
円
〜
973
円（
資
格
を
取
得
し
て
い
な

い
方
）

▼
有
給
休
暇・社
会
保
険
／
な
し

▼
任
用
期
間
／
7
月
21
日（
木
）〜
8
月
31
日

（
水
）

▼
通
勤
手
当
／
通
勤
距
離
が
片
道
2
㎞
以
上

の
場
合
は
支
給

▼
駐
車
場
利
用
料
／
自
動
車
通
勤
の
方
は
徴
収

▼
労
災
保
険
／
有
り

▼
申
し
込
み
／
随
時
。登
録
申
込
書(

人
事
課

お
よ
び
各
支
所
に
設
置
、ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
も
可)

有
資
格
者
の
方
は
、

放
課
後
児
童
支
援
員
資
格
証
明
書
の
写
し

▼
選
考
方
法
／
書
類
選
考
お
よ
び
面
接

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が

長
期
化
す
る
中
で
、食
費
な
ど
の
物
価
高
騰

な
ど
に
直
面
す
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に

対
し
、給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
給
付
額
／
児
童
一
人
当
た
り
一
律
５
万
円

※

た
だ
し
、同
一
児
童
に
か
か
る
ひ
と
り
親

世
帯
分
と
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
の
給
付
金

は
、重
複
し
て
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

【
ひ
と
り
親
世
帯
分
】

▼
対
象
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支

給
さ
れ
た
方

②
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
お
り
、令
和

４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
方（
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
制

限
限
度
額
を
下
回
る
方
に
限
る
。）

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、収
入
が
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水

準
と
な
っ
て
い
る
方

▼
支
給
手
続
き
／

【
①
に
該
当
す
る
方
】

申
請
不
要
で
す
。

※

令
和
４
年
６
月
中
に
支
給
済
み

【
②
、③
に
該
当
す
る
方
】 

申
請
が
必
要
で
す
。

子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所
へ
令
和
５
年

２
月
28
日（
火
）ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
】

▼
対
象
／
次
の
①
を
満
た
し
、②
ま
た
は
③

に
該
当
す
る
方

①
令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
で
18
歳
未
満
の

児
童(

障
害
児
の
場
合
、20
歳
未
満)

を
養
育
す

る
父
母
等(

令
和
５
年
２
月
末
ま
で
に
生
ま

れ
た
新
生
児
も
対
象
に
な
り
ま
す
。)

②
令
和
４
年
度
住
民
税
非
課
税
の
子
育
て
世
帯

※

税
の
申
告
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、申
告

が
必
要
で
す
。

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

令
和
４
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変

し
、住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た

子
育
て
世
帯

▼
支
給
手
続
き
／

【
①
の
う
ち
、令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者(

令

和
５
年
２
月
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生
児
を
含

む)

で
、②
に
該
当
す
る
方（
公
務
員
を
除
く
）】

申
請
不
要
で
す
。

※

対
象
の
方
に
は
、順
次
、支
払
の
ご
案
内
を

送
付
し
ま
す
。

【
右
記
以
外
の
方
】 

申
請
が
必
要
で
す
。

子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所
へ
令
和
５
年

２
月
28
日（
火
）ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

(

た
だ
し
、令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
手
当
ま

た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
ま
た
は
額

の
改
定
の
認
定
請
求
を
し
た
方
は
、令
和
５

年
３
月
15
日(

水)
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
）。

６
月
30
日
時
点
で
愛
犬
が
未
接
種
の
飼
い

主
さ
ま
宛
に
案
内
は
が
き
を
発
送
し
ま
す
。

は
が
き
が
到
着
さ
れ
た
方
は
速
や
か
に
接
種

し
て
く
だ
さ
い
。

愛
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
の
接
種

は
法
令
で
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、注
射
は

毎
年
必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
は
集
合
注
射

を
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、か
か
り
つ
け
、

ま
た
は
最
寄
り
の
動
物
病
院
で
接
種
す
る
よ

う
に
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、４
月
号
広
報
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

狂
犬
病
予
防
注
射
の
案
内
と
同
時
に
、愛
西

市
の
注
射
済
票
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
動
物
病
院
を
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/ 市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

お知らせ

　地
震
な
ど
の
災
害
時
に
家
具
な
ど
の
転
倒

に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、L
字
金
具

を
使
用
し
て
、対
象
家
具
を
４
組
ま
で
無
料
で

取
り
付
け
ま
す
。（
L
字
金
具
以
外
は
不
可
）

▼
対
象
者
／
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高

齢
者

▼
対
象
家
具
／
タ
ン
ス
、食
器
棚
、本
棚
な
ど

（
テ
ー
ブ
ル
、机
、い
す
、電
化
製
品
、額
な
ど

は
対
象
外
）

▼
申
し
込
み
／
７
月
１
日（
金
）か
ら
29
日（
金
）

ま
で
に
家
具
転
倒
防
止
用
具
取
付
申
請
書

（
高
齢
福
祉
課
、各
支
所
に
設
置
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
、問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
各
支

所
へ
提
出

※

昨
年
ま
で
に
取
り
付
け
を
受
け
た
方
は
除
く
。

所
得
が
低
い
方
で
、施
設
お
よ
び
短
期
入

所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方
の
食
費
・

部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

負
担
限
度
額
認
定
証
は
、原
則
毎
年
７
月

31
日
が
有
効
期
限
と
な
る
た
め
、８
月
１
日

以
降
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、更
新
手
続
き

が
必
要
で
す
。

８
月
１
日
以
降
、施
設
お
よ
び
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
予
定
が
な
い
方
や
適

用
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
方

は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
適
用
要
件
／
表
の
各
段
階
に
お
け
る
所
得

要
件
お
よ
び
資
産
要
件
の
両
方
に
該
当
す
る

と
適
用
さ
れ
ま
す
。

※

所
得
要
件
に
つ
い
て
、別
世
帯
に
配
偶
者

が
い
る
場
合
は
、配
偶
者
も
市
町
村
民
税
非

課
税
で
あ
る
こ
と
。

※

40
歳
以
上
64
歳
以
下
の
方
の
資
産
要
件
は

所
得
要
件
に
関
係
な
く
、1
千
万
円
以
下（
夫

婦
は
合
わ
せ
て
2
千
万
円
以
下
）

▼
必
要
書
類
／

・介
護
保
険
被
保
険
者
証

・介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

・
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
預
貯
金
額
等
す
べ

て
の
資
産
が
わ
か
る
書
類（
通
帳
の
写
し
は
、

表
紙
の
次
ペ
ー
ジ
お
よ
び
申
請
日
の
直
近
か

ら
２
か
月
前
ま
で
の
残
高
が
分
か
る
ペ
ー
ジ

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、定
期
預
金
の

ペ
ー
ジ
も
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

※

虚
偽
の
申
告
に
よ
り
、不
正
受
給
さ
れ
た

場
合
は
、加
算
金
が
課
さ
れ
ま
す
。

・
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）提
供
に
伴
う

本
人
確
認
資
料
の
提
示

▼
申
請
先
／
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

結
婚
生
活
60
年
以
上（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
）

ま
た
は
、50
年
以
上（
金
婚
）に
な
る
ご
夫
婦
に

該
当
す
る
方
を
お
祝
い
し
ま
す
。

な
お
、昨
年
ま
で
に
同
祝
賀
を
受
け
た
ご

夫
婦
は
除
き
ま
す
。

▼
該
当
要
件
／
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

次
に
該
当
す
る
夫
婦

【
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
夫
婦
】

結
婚
し
て
か
ら
満
60
年
以
上
に
な
る
夫
婦（
昭

和
37
年
９
月
１
日
以
前
に
婚
姻
さ
れ
た
夫
婦
）

【
金
婚
夫
婦
】

結
婚
し
て
か
ら
満
50
年
以
上
に
な
る
夫
婦（
昭

和
47
年
９
月
１
日
以
前
に
婚
姻
さ
れ
た
夫
婦
）

▼
申
し
込
み
／
７
月
１
日(

金)

か
ら
29
日(

金)

ま

で
に
結
婚
生
活
60・50
年(

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚
・

金
婚)
の
申
出
書(

高
齢
福
祉
課
、各
支
所
に

設
置)
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、問
い
合
わ
せ

先
ま
た
は
各
支
所
へ
提
出

▼
実
施
日
／
10
月
3
日(

月)

〜
7
日(
金)
・11
日(
火)

▼
対
象
者
／
7
月
1
日
現
在
、該
当
す
る
こ
と

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
で
要
介

護
1
か
ら
5
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
要
介

護
1
か
ら
5
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・身
体
障
害
者(

児)

【
身
体
障
害
者
手
帳
1
ま

た
は
2
級
】

・知
的
障
害
者(

児)【
療
育
手
帳
A
判
定
】

・
精
神
障
害
者（
児
）【
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
１
級
】

▼
申
し
込
み
／
7
月
1
日（
金
）か
ら
22
日

(

金)

ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
各
支
所

へ
提
出

※

以
前
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
も
毎
回
申
請
が
必
要

※

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可

▼
持
参
す
る
も
の
／
該
当
す
る
障
害
関
係
手

帳
ま
た
は
介
護
保
険
被
保
険
者
証

▼
取
扱
寝
具
／
掛
ふ
と
ん
、敷
ふ
と
ん
、毛

布
、シ
ー
ツ
の
中
か
ら
合
計
4
点
ま
で

※

同
一
種
類
は
2
点
ま
で

▼
利
用
料
／
無
料

※

実
施
日
の
午
前
中
に
お
預
か
り
し
、原
則

当
日
中
に
お
届
け
し
ま
す
。

所得要件段階 資産要件

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

預貯金等が、単身は1,000万円以下   
(夫婦は合わせて2,000万円以下)

預貯金等が、単身は650万円以下
(夫婦は合わせて1,650万円以下)

預貯金等が、単身は550万円以下
(夫婦は合わせて1,550万円以下)

預貯金等が、単身は500万円以下
(夫婦は合わせて1,500万円以下） ひとり親世帯

ひとり親世帯
以外

広報あいさい 2022.7 10広報あいさい 2022.711

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

健
康
ガ
イ
ド

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

ス
ポ
ー
ツ

子
育
て
１
・
２
・
３

子
育
て
１
・
２
・
３

ハ
イ
!
119
番
で
す

ハ
イ
!
119
番
で
す


